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平成 29 年度播磨町国民保護協議会 議事要旨 

 

【日 時】 

【場 所】 

【議 題】 

 

 

 

 

【出席者】 

【配布資料】 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

平成 29 年 8 月 28 日（月）15：30～16：10 

播磨町役場 ＡＢＣ会議室 

1．開会 

2．会長あいさつ 

3．委員紹介 

4．議事（播磨町国民保護計画（平成 29 年度修正）（案）について 

5．閉会 

別紙参照 

資料 1：次第、委員名簿（出席者名簿） 

資料 2：諮問第７号「播磨町国民保護計画について（諮問）」写し 

資料 3：播磨町国民保護計画（平成 29 年度修正）（案） 

資料 4：新旧対照表 

資料 5：平成 29 年度播磨町国民保護計画修正案追加事項 

参考資料：播磨町国民保護協議会条例、播磨町国民保護協議会運営要綱、 

播磨町情報公開条例（抜粋） 

席次表（受付時に配布） 

危機管理グループ 

 

【会議の経過の概要】 

1.決定事項 

事務局提示の播磨町国民保護計画（平成 29 年度修正）（案）について了承を得たため、

町長へ答申を行う。町は答申を受けて県知事との協議を行い、協議が整い次第、町議会に

報告、公開する。 

 

2.会議の経過の概要 

2.1.会議成立の報告 

事務局より、委員 25 名中、播磨町国民保護協議会条例第 4 条第 2 項に規定する過半数

となる 23 名の出席を得たことから、会議が成立していることを報告。 

 

2.2.議事 

2.2.1. 播磨町国民保護計画（平成 29 年度修正）（案）について 

事務局より、播磨町国民保護計画（平成 29 年度修正）（案）について、資料 3、資

料 4 及び資料 5 を使用し、説明を行う。なお、説明内容の概要は次のとおり。 

 

○県との事前相談において「要協議」とされた変更 

■17 ページ 

第 1 編第 5 章第 1 節（3）ＮＢＣ攻撃の場合の対応の核兵器等の留意点に、「核攻撃

等においては、避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含む。）の避難退域

時検査及び簡易除染その他放射性物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置を

講じる必要がある。」との記述を追加。 
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■72 ページ 

第 3 編第 5 章第 4 節Ⅰ（1）避難所において、③を町の福祉避難所の整備に合わせ、

福祉避難所についての内容に変更。 

 

○県との事前相談において「軽微」とされた変更 

■10 ページ 

第 1 編第 3 章第 1 節関係機関の事務又は業務の大綱の、指定公共機関等の事業者を

国、県の指定に合わせて変更。 

 

■12～13 ページ 

第 1 編第 4 章（2）気候、（3）人口分布及び（4）道路の状況の数値及び図表を最新

のものに時点修正。 

   

  ■14 ページ 

第 1 編第 5 章第 1 節（1）武力攻撃事態等の定義において、事態対処法の名称を現行

のものに変更。 

 

  ■18 ページ 

   第 1 編第 5 章第 2 節（1）緊急対処事態の定義において、事態対処法の条番号を現行 

に合わせて「第 22 条」へと変更。 

 

■37 ページ 

 第 2 編第 2 章第 8 節生活関連等施設の把握等において、【生活関連等施設の種類及び

所管省庁】表中の原子力関連施設の所管省庁を原子力規制委員会に変更。 

 

■41 ページ 

 第 3 編第 1 章冒頭図中の危機管理連絡会議の会長を副町長兼危機管理監に変更。 

 

■43 ページ 

 第 3 編第 1 章第 1 節（2）①の危機管理連絡会議の設置基準について、エを「その他、

副町長兼危機管理監が必要であると認める場合」に変更。 

 

■45 ページ 

 第 3 編第 2 章第 1 節（3）①の町対策本部の組織構成表中、2 段目の区分を副本部長

に変更し、職名に教育長を追加。 

 

■74～76 ページ 

 第 3 編第 5 章第 4 節Ⅱ（1）炊き出しその他による食品の給与において、②アの米穀

の要請先を農林水産省政策統括官付貿易業務課に変更。兵庫県が乾パンの備蓄を終了

したため、乾パンの調達についての記述を削除。町内の備蓄倉庫の整備に伴い、エの

備蓄先を備蓄倉庫に変更。 

 また、（2）飲料水の供給の②イの給水量について、町の給水能力を考慮した数値に
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変更。なお、変更後の数値は播磨町地域防災計画と同じ数値としている。 

 

■77 ページ 

 第 3 編第 5 章第 4 節Ⅲ（1）被服、寝具その他生活必需品等の給与又は貸与の④光熱

材料について、兵庫県国民保護計画に合わせてプロパンガスをＬＰガスに変更。 

 

■81 ページ 

 第 3 編第 5 章第 4 節Ⅸ学用品の給与において、「小学校児童、中学校生徒」を県計画

に合わせ、「小学校、中学校、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校の児童生徒等」

に変更。また、（2）②中の「児童生徒」を「児童生徒等」に変更。 

 

■83 ページ 

 第 3 編第 6 章第 1 節（1）安否情報の収集において、「外国人登録原票」の表記を制

度の廃止に伴い削除。 

 

■93 ページ 

 第 3 編第 7 章第 3-3 節石油コンビナート等に係る武力攻撃災害の発生防止に、県計

画に合わせ、「ただし、状況に応じて従業員の安全確保について特に配慮するものとす

る。」の記述を追加。 

 

■94 ページ 

 第 3 編第 7 章第 4-1 節（2）①及び②の、原子力関係の国の連絡先を現行の体制に合

わせて変更。 

 

■102 ページ 

 第 3 編第 9 章第 2 節（2）①にある指針の名称を、国が新たに策定した指針である、

「災害廃棄物対策指針」（平成 26 年環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）に変

更。 

 

○資料編 

■4 ページ 

播磨町国民保護協議会名簿について、機関名および職名の時点修正。 

 

■10～14 ページ 

組織名や部署名、電話番号について、時点修正。町内事業者等を除く機関等を削除。 

 

■15～18 ページ 

平成 27 年度修正以降に締結したものを反映させる。 

 

■28～29 ページ 

危機管理対策本部、危機管理連絡会議、町対策本部の組織構成について、本編と同

様の修正。 
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■31 ページ 

「児童生徒」の表記を「児童生徒等」に変更。 

 

■34～36 ページ 

救護の程度及び方法の基準について、国の指針の変更に伴い修正。また、各学校及

び児童生徒等の表記を本編と同様に修正。 

 

■37～40 ページ 

医療機関一覧表を最新の状態に時点修正。 

   

  ○会議資料配布後に追加した変更 

  （本編）   

■12 ページ 

   第 1 編第 4 章（3）人口分布における町の面積を 6ha から 6 ㎢に修正。 

 

  ■57 ページ、62 ページ 

   「災害時要援護者」の表記を「避難行動要支援者」に変更。 

 

  ■71 ページ 

   第 3 編第 5 章第 3 節救護の内容における告示番号を、新たな基準の告示に伴い「平

成 25 年内閣府省告示第 229 号」に変更。 

 

  （資料編） 

  ■5 ページ 

   食糧の調達・あっせんの要請先の近畿農政局神戸地域センターを、国の組織変更に

伴い、農林水産省政策統括官に変更。 

 

  ■10 ページ 

   明石市の組織改正に伴い、担当部署を総合安全対策室に変更。 

 

  ■15～18 ページ 

   防災に関する協定を最新の情報に修正。 

 

  ■20 ページ 

   播磨中央保育園、キューピット保育園のこども園への移行に伴い、播磨中央こども

園、キューピットこども園に変更。 

 

  ■20 ページ、28 ページ、30 ページ 

   グループの統合に伴い、水道グループ及び下水道グループを上下水道グループに変

更。 
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2.2.2.質疑応答 

 （要協議事項の２点については意見、質問等なし） 

 

町長） 

軽微な変更点のうち、45 ページ、町対策本部の組織構成の修正について、修正案

では本部員に教育長が残ったままになっている。削除すべきではないか。 

 

事務局） 

ご指摘のとおり修正する。 

 

2.2.3.その他 

（特に発言なし） 

 

2.3.閉会 

本日の協議結果を受け、播磨町国民保護協議会として町長に答申を行う。 

また、これを受けて、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

第 35 条第 5 項に基づき、兵庫県知事と協議を行い、播磨町国民保護計画の修正を図るこ

ととする。県知事との協議において発生した軽微な修正については、会長に一任願いた

い。 

なお、県知事との協議が整い次第、同法第 35 条第 6 項に基づき、町議会に報告し、公

表することする。 

 

以上 
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平成 29 年度播磨町国民保護協議会 出席者名簿 

法 組織名 職名 氏名 出欠 代理出席者

第1号 近畿地方整備局　姫路河川国道事務所 所長 信田　智 代理 桝井　勝久

第1号 姫路海上保安部　加古川海上保安署 署長 福田　恵二 出席

第1号 近畿農政局　兵庫県拠点 地方参事官（兵庫県担当） 足立　教好 代理 主任農政推進官　　澤田　康幸

第2号 陸上自衛隊第３特科隊第３中隊 中隊長 波多野　文雄 欠席

第3号 兵庫県東播磨県民局 局長 四海　達也 代理 総務企画室長　　平田　正教

第3号 加古川警察署 署長 矢野　浩司 代理 警備課長　　松井　俊和

第4号 播磨町 副町長 三村　隆史 出席

第5号 播磨町教育委員会 教育長 横田　一 出席

第5号 加古川市東消防署 署長 友定　眞 出席

第6号 播磨町 理事 岡本　浩一 出席

第6号 播磨町 理事 浅原　俊也 出席

第6号 播磨町 理事 山口　泰弘 出席

第6号 播磨町 理事 赤田　清純 出席

第6号 播磨町 理事 尾﨑　直美 出席

第6号 播磨町 会計管理者 前田　忠男 出席

第7号 西日本旅客鉄道株式会社加古川駅 駅長 松井　聡明 代理 副駅長　　根岸　章好

第7号 西日本電信電話株式会社兵庫支店 災害対策室担当課長 池田　雅広 出席

第7号 関西電力株式会社　姫路支社 加古川担当部長 岡本　学 出席

第7号 大阪ガス株式会社兵庫導管部 マネージャー 河原　正志 出席

第7号 神姫バス株式会社加古川営業所 所長 井芹　秀芳 欠席

第7号 山陽電気鉄道株式会社鉄道事業本部 鉄道事業本部長 吉田　育朗 代理 安全推進・企画部参事　　渡邉　圭史

第8号 播磨町消防団 団長 加納　利治 出席

第8号 一般社団法人加古川医師会 会長 枝川　潤一 代理 事務長　　木山　晋

第8号 播磨町自治会連合会 国民保護協議会担当委員 藤原　勇 出席

第8号 播磨町商工会 理事 衣笠　公浩 出席

 
※敬称略  
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平成 29 年度播磨町国民保護協議会 開催状況  

 

 

 

※この会議録は、播磨町国民保護協議会運営要綱第４条に基づき作成するものである。 


